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第５２回相模原市民サッカー選手権大会開催要項 
 

１ 主  催  相模原市・相模原市教育委員会・公益財団法人相模原市スポーツ協会 

 

２ 主  管  相模原市サッカー協会 

 

３ 日  時  シニア       ４月１９日(日)～８月２３日(日) 

中学生       ５月 ２日(土)～６月２０日(土) 

一般男子      ６月 ７日(日)～８月２３日(日) 

        小学生(男子・女子) ６月２０日(土)～６月２８日(日) 

一般女子     １２月 ６日(日)・１２月１３日(日) 

U－18（高校生）  令和３年２月６日(土)～２月２１日(日) 

午前９時開始 

 

４ 会  場  シニア       相模原ギオンスタジアム他 

中学生       横山公園人工芝グラウンド他 

一般男子      相模原ギオンスタジアム他 

小学生(男子・女子) 横山公園人工芝グラウンド他 

一般女子      相模原ギオンフィールド他 

U－18（高校生）   横山公園人工芝グラウンド他 

 

５ 種  別  シニア（40歳以上で構成されたチーム。ただし、2名までは35歳以上が出場可） 

中学生 

一般男子 

U－18（高校生） 

小学生(男子・女子) 

一般女子 

 

６ 試合方法  (１)トーナメント戦とする。ただし、申込状況により予選リーグ戦・決勝トーナメン

トにする場合がある。 

        （２）試合時間は、小学生(男子)４０分、小学生(女子)３０分、中学生６０分、 

U－18（高校生）及び一般男子７０分、シニア５０分、一般女子５０分と 

する。ただし、一般男子、シ二ア、一般女子、中学生、小学生の部の決勝戦につ

いては１０分間、U－18については２０分間の延長を行い、決しない場合はＰＫ方

式（５本）により決定する。 

(３)エントリ－が１１人に満たない場合は、チ－ムとして認めない。 

(４)小学生(男子・女子)は、(公財)日本サッカー協会８人制サッカー競技規則 

を準用する。 

(５)その他別途競技要項で定める。 

 

７ 参加資格  (１)市内に在住、在勤、在学又は(特非)相模原市サッカー協会会員である者。 

ただし、登録メンバーに市内に在住、在勤又は在学である者が1人以上いること。

なお、申込多数により参加を制限する場合は、市内に在住、在勤又は在学であ

る者のみで構成されたチームを優先とする。 

(２)中学生・U－18（高校生）の部は、１校(団体)１チームとする。 

  なお、部員が１１人に満たない学校同士の合同チームの参加を認める。 

 

８ 申 込  シニア         ２月１５日(土)～ ２月２８日(金) 

中学生         ３月１５日(日)～ ４月 ３日(金) 

一般男子        ５月 １日(金)～ ５月１５日(金) 

小学生（男子・女子）  ５月１５日(金)～ ５月２２日(金) 

一般女子       １１月 １日(日)～１１月１５日(日) 

U－18（高校生）    １１月１５日(日)～１１月２２日(日) 

上記の期間に相模原市スポーツ協会にある申込用紙を同協会へ 

申込締切後、当日の詳細等は市サッカー協会より連絡する。 

 

９ 問合せ先  公益財団法人相模原市スポーツ協会 ＴＥＬ ０４２－７５１－５５５２ 

        〒２５２－０２３６ 

        相模原市中央区富士見６－６－２３ けやき会館４階 



２０ 

 

10 競技規則  (公財)日本サッカー協会競技規則により行う。 

        小学生（男子・女子）は(公財)日本サッカー協会８人制サッカー競技規則 

により行う。 

 

11 チーム編成  中学生・U－18（高校生） ２５名以内(監督含む)とする。 

小学生・シニア・女子  ２０名以内(監督含む)とする。 

        一般男子は別に定める。 

 

12 そ の 他 (１)組合せ抽選会及び打合せ会の日時、会場は別に定める。 

(２)大会成績は相模原市スポーツ協会のホームページに掲載する。 

(３)参加者の競技中の事故・傷病への補償は、主催者が加入した保険の範囲内で行う。 

  ※大会会場への行き帰りについては対象外とする。 

  ※観客及び引率者は対象外とする。 

（４）この事業で取得した個人情報は、スポーツ事業実施のための参加者の掌握及び

緊急連絡先の把握並びに協会内統計資料作成のための目的で使用する。また、

開催案内、連絡確認、結果公表、結果管理、写真掲載、選手等派遣申込、保険

契約を行なう場合があり、その目的を達成するため使用する。前述以外の目的

に個人情報を使用する際は、その旨を本人に明示し了承を得るものとする。 

 

 


